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「（仮称）支え合いのまち推進プラン」の策定について 

 

１ 計画の策定趣旨及び位置づけ  

 本市では、平成 28年３月に「支え合いのまち推進プラン－第３期仙台市地域保健福祉計画

－」を策定し、地域保健福祉の推進に係る各般の施策を展開してきた。現行の計画期間が令

和２年度末となっていることから、現計画の「要援護者支援方策」や「生活困窮者自立支援

方策」に加え、平成 30年４月施行の社会福祉法改正など国の動向を踏まえながら、令和３年

度からの次の計画を策定する必要がある。 

次の計画は、「（仮称）支え合いのまち推進プラン」として、市町村地域福祉計画、市町村

成年後見制度利用促進基本計画、地方再犯防止推進計画を一体のものとして策定することと

する。 

   ≪根拠法≫         ≪計画≫ 

 社会福祉法         地域福祉計画 

 成年後見制度の利用の    成年後見制度利用促進 
促進に関する法律      基本計画 

 
   再犯の防止等の推進に     
   関する法律 
 

策定にあたっては、本市の新総合計画策定に向けた議論を踏まえるとともに、関連する対

象別の保健福祉計画との整合性を図りながら、福祉の各分野における共通事項を定めていく

必要がある。 

 

２ 検討体制について  

   仙台市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において全体的な検討を行う。成年後見制度利

用促進基本計画と再犯防止推進計画については、別途検討の場を設け、その結果を本分科会

に報告する。策定にあたっては広く市民意見等を取り入れる必要があることから、その手法

を検討し実施するとともに、仙台市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」策定に向けた議

論も踏まえながら検討を進めていく。 

   

 

 

 

 

 

 

資料１ 

「(仮称)支え合いのまち 

推進プラン」 

として一体的に策定 

成年後見制度利用 
促進検討部会 

再犯防止推進計画 

策定に向けた協議会 

報告 

連携 報告 

再犯防止推進計画 

関係者による協議 

地域福祉専門分科会 

 

庁内での検討 

市民アンケート調査 

パブリックコメント 

市民フォーラム 

関係団体等への 
ヒアリング 等 

市民意見等の聴取 

報告 

≪検討体制のイメージ≫ 

地域福祉活動計画 
策定等委員会 

市社協での検討 
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３ 策定までのスケジュールについて  

≪令和元年度≫ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

 
 

 
 

◆第１回 
・H30 評価 
・計画策定
に向けて 

 
 
 
 
 
 
◇市民アン
ケート調査
の実施 

 
 ◆委員への

グループイ
ンタビュー 

 
◆第２回 

・諮問 

・アンケー 

ト結果報告 
・現計画の
振り返りと
これまでの
取り組み 

 

 
 

 ●成年後見

制度利用促

進検討部会

① 

 ●成年後見

制度利用促

進検討部会

② 

 
●成年後見

制度利用促

進検討部会

③ 

 ●成年後見

制度利用促

進検討部会

④ 

 ●成年後見

制度利用促

進検討部会

⑤ 

 
 

   〇再犯防止
推進計画策
定に向けた
協議会① 

 
  

 
〇再犯防止

推進計画策

定に向けた

協議会② 

 

 

≪令和２年度≫ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

 ◆第１回 
・計画の方 
向性① 
・再犯防止
と成年後見
に係る関係
者間での協
議結果報告
及び検討① 

 ◆第２回 
・計画の方 
向性② 
・再犯防止
と成年後見
に係る関係
者間での協
議結果報告
及び検討② 

◆第３回 
・計画骨子
案 

 ◆第４回 
・Ｒ1 評価 
・計画素案 
・市民フォ
ーラム(地域
福祉セミナ
ー)の開催に
ついて 

◆第５回 
・計画中間
案 
・パブリッ
クコメント
の実施につ
いて 
 
◇市民フォ
ーラム（地
域福祉セミ
ナー） 

 
 
 
 
 
 
 
◇パブリッ
クコメント 

◆第６回 
・市民フォ 
ーラム(地域 
福祉セミナ 
ー)結果報告 
・パブリッ
クコメント
結果報告 
・答申案の
決定 

 答申 
 
策定 

 

◆地域福祉専門分科会関係 ◇市民意見等の聴取 ●成年後見関係 〇再犯防止関係 


